
 1 

平成２７年度第８回協働事業評価会（第５回協働支援会議） 

平成２８年１月２２日（金）午後２時００分 

本庁舎６階 第３委員会室 

 

出席者：久塚委員、宇都木委員、関口委員、衣川委員、竹井委員、伊藤委員、井下委員、

加賀美委員 

事務局：地域調整課長、小宮山協働推進主査、髙橋主任、勝山主事 

 

久塚座長 定足数に足りています。手元に、資料がありますので、事務局のほうから説

明をお願いします。 

事務局 では、資料の確認をさせていただきます。まず次第がございまして、その次に、

資料１、協働提案事業の実施内容の変更（新宿スポーツ環境推進プロジェクト）のもので

す。資料２－１として評価コメント（案）新宿スポーツ環境推進プロジェクト、資料２－

２は、評価コメント（案）で、商店街ホームページ活性化事業のものです。資料３としま

して、平成２７年度新宿区協働事業評価報告書（実施１年目）（案）をつけてございます。

資料４として、ＮＰＯ活動資金助成 適正な事業の選定に向けての審査方法についてとな

ります。資料５は、ＮＰＯ活動資金助成 「各種要件・基準」「申請～審査の流れ」になっ

ております。資料６は、ＮＰＯ活動資金助成の事前チェックシートとなっております。資

料７は、平成２８年度協働推進基金ＮＰＯ活動資金助成実施要領兼手引き（案）になって

おります。資料８は、平成２７年度ＮＰＯ活動資金助成実施事業 事業内容変更について

です。参考資料として、ＮＰＯ活動資金助成審査委員講演会周知用チラシをつけさせてい

ただいています。 

以上になります。 

久塚座長 では、一つ目の議題で、評価会に関係するものなのですけれども、実施内容

の一部変更についてということです。事務局、説明をお願いします。 

事務局 資料１になります。今年度から事業を始めております新宿スポーツ環境推進プ

ロジェクトにつきまして、２年目の２８年度の事業内容を一部変更したいとの申し出があ

りました。資料１にありますように、提案当初は、子供を対象としたスポーツ体験事業、

支援事業が２カ月に１回で年間６回、指導者や保護者を対象としたセミナー事業も２カ月

に１回で年間６回、合計で１２回を予定していたところですが、これを、スポーツ体験事
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業を年８回、セミナー事業を年４回で、合計１２回に変更したいということです。金額に

つきましては、どちらの事業も同額を予定しているため、変更はありません。 

今年度、スポーツ体験事業を年間１２回の予定で開催しておりまして、好評であり、需

要も多く、回数をある程度確保し、１回に複数の種目を実施することで、課題提起した子

供がスポーツを楽しめる場や機会の創出を実現できるということで、気候や学校行事で参

加者が少なかった時期を避けて、年間８回、４つのプログラムを２回実施するということ

です。保護者と指導者向けのセミナーは、スポーツ体験事業に参加した子供の保護者を積

極的に取り込むため、スポーツ体験を実施する４つのプログラムと連動する内容で、年間

４回の開催とし、内容の充実を図るということです。 

来年度、このような形でお願いしたいと思いますので、よろしいか、お伺いします。そ

れでは、お願いします。 

久塚座長 変更内容は、先ほど説明があったとおりで、簡単にまとめたものが、当初と

変更後の表となっています。予算額には変更がないということに、既に実施したことを踏

まえて、より効果的なものをというようなことで考えた結果だろうと思いますけれども、

このような変更したいという申し出がありましたけれども、よろしいですか。 

宇都木委員 また１年やってみて、またもとへ戻すということもあり得る。 

事務局 ３年目はまた違ったプログラムを考えておりまして。 

宇都木委員 だから、これだけでいいんだ、単独なんだ。 

事務局 はい。単独で２年目に関してだけということです。 

久塚座長 宇都木さんから確認があったことを踏まえて、単発の、これだけの変更とい

うことになりますので。みなさん、変更についてはよろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 はい。では、実施者のほうには、結論について手続をきちんととってくださ

い。よろしくお願いいたします。 

では、２つ目ですけれども、評価報告書について、前回議論してたくさんご意見をいた

だいたかと思うのですけれども、評価コメント（案）について、今から事務局が説明いた

します。では、お願いいたします。 

事務局 資料２－１と２－２になります。 

１２月１８日の第７回評価会でご意見をいただいてまとめたものを年明けに皆様にメー

ルでお送りし、ご確認いただいた中から修正した部分を赤と青の見え消しで示したものが
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資料２－１と２－２のコメント（案）になります。資料３の評価報告書（案）の８ページ

以降が、修正を反映した最終案となっております。本日、この会議の中で、ご確認いただ

き、コメントを確認していただいて、評価報告書にまとめ、２月９日に区長に提出したい

と思います。それでは、よろしくお願いします。 

久塚座長 まず資料２－１のほう、ホチキスどめで２枚ですけれども、総合評価コメン

ト、赤字と青字。「必要になると考えます」ではなくて「必要です」と。 

それから、２つ目のブロックは、主には動詞を名詞に変えているというしまりのある文

章に、「スポーツとの出会い」、あるいは「苦手意識の克服」。「克服する」というのを名詞

に変えて「克服」、こういう形になります。 

それから、２枚目、「実施されており」。「開催」ではなくて「実施」という言葉に変えて

います。 

それから、⑦「改善を目指している」。それから「アンケート内容」、という指摘があっ

たことを踏まえて、赤字が最終案でございます。 

資料２－１については、よろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 では、資料２－２に移ります。資料２－２は、１カ所だけが、「共有も」から

「共有を」という形になります。これもよろしいですね。 

各委員 はい。 

久塚座長 では、それを反映したものが資料３という説明でよろしいですか。 

事務局 はい、そうです。 

久塚座長 ということで、まだ「（案）」がついていますけれども、資料３というような

形になって、これを２月９日にある会議で１時半から区長さんに報告書を手渡すという手

順になります。よろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 今度は平成２８年度のＮＰＯ活動資金助成についてというところに入ってい

きたいと思います。このＮＰＯ活動資金助成についての議論から、協働支援会議に移りま

す。先ほどまでが協働事業評価会だったのですけれども、こちらから協働支援会議になり

ます。では、事務局、説明をお願いします。 

事務局 協働支援会議のほうに移らせていただきまして、平成２８年度の協働推進基金

ＮＰＯ活動資金助成についてというところへ入らせていただきたいと思います。 
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まず、ＮＰＯ活動資金助成について、前回の協働事業評価会の際に、来年度実施に当た

っての検討事項としまして、適正な事業の選定と支払い方法の変更の２点についてご報告

させていただきましたが、本日は、こちらについてご審議いただきたいと思っております。 

まず１点目が、適正な事業の選定に向けての審査方法というところで、こちらにつきま

しては、１８日の月曜日に、委員の方々へ事務局案としてメールで送付させていただきま

したが、こちらの資料が本日の資料の４から６となっておりますので、こちらについて、

ご説明させていただきます。 

まず、今年度の検討事項としまして、区の助成事業としての適切性を確認する方法につ

いて、現在の助成申請の審査の流れを、審査の入り口と、審査の中身、審査の出口の各時

点に分けて、それぞれの課題を確認させていただきまして改善案を検討させていただきま

したのが、資料４となっております。 

まず、審査の入り口では申請要件などについて検討しまして、次に、審査中のところで

は審査基準や審査方法など、最後の審査の出口のところでは通過基準などの設定などにつ

いて検討させていただきました。それらの検討結果が右列のほうの改善案となっておりま

す。それらの改善案をまとめさせていただきまして、各時点の方向性としまして記載させ

ていただいているのが、４の各時点の基本的な方針というところになっております。 

こちらの各時点の方針について、個別にご説明させていただきますと、まず審査の入り

口のところでは、改善方針としましては、ＮＰＯ法人が行う事業を助成することを目的と

しているため、入り口時点で限定することは適切ではなく、申請要件の変更は行わず、あ

くまでも審査において助成事業としての適切性を判断していただくことが適当であると考

えました。次に、申請内容に疑義がある事業については、事務局から協議事項として支援

会議のほうへ提案させていただきまして、適切性を判断してもらうことが必要と考えまし

た。次に、読み取りやすい事業内容となるように、説明会や申請書の提出時に、事務局か

ら団体さんのほうへ助言を行っていきたいと思っております。 

次の審査中の時点のところでは、改善方針としましては、現行の審査基準は、区の助成

事業としての適切性を判断するために各項目に分けて設定しております。そのため、助成

要件、区の助成事業としての適切性を踏まえた上で、各項目、各審査項目を審査してもら

うことが必要であると考えました。また、事前協議の場や、採点に当たっての説明の際に、

事務局から各委員の方々へ、助成要件を踏まえた上で審査をしてもらうことを説明させて

いただきたいと思っております。最後ですが、「区の助成事業としての適切性」の確認のた
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めに、後援名義の承認基準に準じた事前チェックを行うと書いてありますが、こちらの右

のほうに「区の後援名義の承認基準」というものを参考として載せさせていただいており

ますが、これらの各項目をチェックしていただいた上で、適切性というものを確認してい

ただきたいと思っております。 

最後に、審査の出口のところでは、採点に当たっての目安というものを事務局から提示

させていただきたいと思っております。 

これらの方針に基づきまして、平成２８年度の改善案としてまとめさせていただいたの

が、５番のところになっております。１つ目の案としましては、事前チェックシートによ

り区の助成事業としての適切性をご確認いただきたいと思っております。こちらの事前チ

ェックシートというのは、本日の資料６になっておりまして、こちらのほうに３つの項目

がありますが、これらは先ほどの区の後援名義の承認基準に準じて作成させていただいた

ものとなっております。後援名義というのは、区の応援という意味がある後援名義と比較

しまして、助成事業のは、応援に加えて金銭的な支援というものを行う意味では、これら

の基準についてはより厳格に厳守していただく必要があると考えておりまして、後援名義

の承認基準というものを準用させていただいております。 

こちらの事前チェックシートを用いた際の具体的な審査の流れについてですが、こちら

が資料５のほうでご説明させていただきたいと思いますので、資料５をご確認いただきた

いと思います。「申請～審査の流れ」について、左側の列が変更の状況ということで、右側

のほうが、今回の事務局案による変更内容となっております。助成申請受付後、目安とし

ましては、第１回の支援会議の前に、各委員の皆様に申請書類を送付させていただいてい

ましたが、こちらの送付書類に加えて、事前チェックシートも、あわせて送付させていた

だきたいと思っております。 

第１回の支援会議では、事務局から助成申請に当たっての審査方法やスケジュールなど、

概要を説明させていただいております。 

第２回の協働支援会議では、委員の方々に事前に資料を読み込んでいただいて疑問点等

を共有する事前協議の場と今まではなっておりましたが、この際に、あらかじめ事前チェ

ックシートのほうにチェックをいただきまして、そちらをお持ちいただいて、区の助成事

業として疑義がある事業について、委員間で認識を共有していただきたいと思っておりま

す。また、こちらの事前チェックシートなのですけれども、参考としまして、今年度申請

された団体さんの名称が記載しておりますけれども、今回、あくまでも事業としての審査
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ということになっておりますので、事業の名前ということを載せてもいいのかなというふ

うに考えております。 

事前協議で、区の助成事業としての適切性について委員間で認識を共有していただいた

上で、採点を行っていただきたいと思っております。 

また、採点項目の文言につきましても、先ほどのＣが「どちらとも言えない」が６点で、

Ａが「大いに認められる」、Ｂが「どちらかと言えば認められる」、Ｄが「どちらかと言え

ば認められる」で、Ｅが「認められない」の５項目に分かれておりますが、こちらの採点

項目の文言につきましても、修正する方向で検討させていただきたいと思っておりますが、

こちらの採点項目の文言につきましては、協働事業提案制度の採点の評価と、現在、同じ

評価の目安の文言で採点表のほうが使われておりますため、こちらのほうもあわせてご検

討していただいたほうが比較もしやすいかと思いますので、次回の２月９日の支援会議の

場で再度文言の案を出させていただきますので、協議をしていただきたいと思っておりま

す。 

以上、事務局からの審査方法についての改善案となりますが、こちらの案について、協

議いただきたいと思っております。 

久塚座長 事前チェックシートの下に注がありますけれども、「疑義がある事業につい

て」はというのは、団体についてはというふうになっておりませんので、事業としてどう

なのだということを考える場をつくって、委員がそれぞれ持っている基本的な情報を含め

て、少し気にかかるなというところを出していただいて、そして、議論をする中で、審査

の基準、点数を反映できるような仕組みをつくるということですから、登録団体、ＮＰＯ

に、はなからこれはだめだという話ではなくて、団体は団体として、支援された事業は一

体どうなのかという対応の仕方ということになるということです。この点について、伊藤

委員どうですか。 

伊藤委員 事務局から説明がありましたが、まず最初の作業として、事前チェックシー

トを記入してみるわけだよね。ここで何らかの疑問点、こんなところがおかしいのではな

いのと出てきた。要するにこちらに聞きたいということですよね。事務局というのはここ

と一体となって、この趣旨に合うかどうかというところを、ある意味、整理しなければい

けない仕事を担っている。それの一つが、基準ということを設けて、ここの委員会に判断

を出していただきたいというのが事務局の案ということですか。 

事務局 はい。 
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久塚座長 申請されたものの中身が一体どうなのかという話を、申請窓口のところであ

まりやるという話ではないですよね。支援会議の場で判断を出してほしいということなの

ですよね。 

衣川委員 衣川です。質問ですが、これを判断する会議を開いて、引っかかるかどうか

決めて、それから採点する。会議が１回ふえるというような認識ですか。 

久塚座長 事前協議の場でより認識を持つということです。今までも、これをやってい

るのです、各委員が。こういう紙がなくても、当然の前提としてやっておくべきことなの

ですね、公の金を出すということは。 

事務局 今回の改正案については、採点をするに当たって、区が助成すべき事業かを判

断する上で各項目を採点していただいていますが、採点表だけ見てしまうと、区が助成す

べき事業かという視点が薄れやすいということがあったので、採点の項目以外に、こうい

った事前チェックシートというのを各委員さんにお配りさせていただいて、そういう視点

も踏まえながら事前協議・採点していただきたいということを確認するためのシートとし

て今回提示しているので、２７年度と２８年度と大きくステップが変わる、やっている審

査の仕方が変わるというイメージではなく、それをより形にしたというのが今回の改正案

です。 

久塚座長 だから、資料６は、資金助成の制度の大もとみたいなもの。お金を出すに当

たって、こういうことでお金を出しますよと、それぞれの項目の審査というのは、その技

術的なところの審査に近くて、どのお金を誰に出すという制度のもともとに返った考え方

をもう一回かませてはどうかと。意識化するというか、そういうことです。 

宇都木委員 それは今までもそうなのだよ。それぞれの委員が基準を持って、こういう

趣旨は反映されているわけでしょう。だから、それをもう一遍再確認しましょうというわ

けの話なのだと思うけれども。 

久塚座長 みんなが同じぐらいに情報とか考え方を持っていれば。基礎情報とか、基礎

の何かを共有しようということです。 

私たちのする仕事というのは、随分はっきりしてきたので、それは通ることもあるかも

しれないということを前提として、通ったにしろ、だめだったにしろ、どういう議論がな

されたということと、結果的にどうなったと。その結果を踏まえて、ここが全体で了承し

たということが取れればいいということ。 

このような事例は、みんなが共有しようよと。それで、これまでは事前チェックシート
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というものはなかったけれども、そこで一回やりますかということを問うて、やるという

ことにして、手続に入ったということですよね。 

事前に、きちんと申請内容を読んでいただいて、それぞれの委員さんが、個別に非常に

よく知っている事例とか、あるいは疑問を持っている事例とかいうことがあると思います

ので、そこを、判断というのはそれぞれの委員が持っている責任の範囲内ですけれども、

どう投票するかは別にして、これについて教えてほしいというところは、事前にきちんと

議論をいたしましょうと。 

宇都木委員 だから、疑義があるような申請については、点数をつける前にみんなで１

回議論しましょうということでいいのではないの。そのときに、幅がある議論があってい

いのだから。それは今までの審査と変わらない。 

久塚座長 事前チェックシートの内容がひとり歩きする、形式的にそういうことがない

ように、ＮＰＯ活動を促進するという趣旨に合った形での運用の仕方というのが求められ

るので、行政一般論とは少し違うかもしれないけれども、あくまで促進する事業に値する

かどうかということを判断するための材料であるというふうに考えたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

各委員 はい。 

関口委員 すみません。事前チェックシートの中身について質問ですが、今３項目に分

かれていますが、例えば安全管理とか、個人情報の保護とか、他にも項目として考えられ

るのがあるではないですか。 

事務局 安全管理とか、個人情報とか、具体的な項目というのは、事業によっていろい

ろあると思うのですけれども、具体的な項目を審査するに当たって、審査基準というのを

設けていて、例えば安全管理という意味では、それは事業の計画にかかわってくるものが

あるので、事業計画及びスケジュールが実現可能であるか。安全管理がなっていないもの

は、事業の実現が不可能と判断されると思いますので、そういった項目の中で、各委員の

方々は、安全管理がどうかとか、ほかの部分はどうかとか、そういったものを考えながら

採点を今までしていただいているのかと思います。 

ただ、事前チェックシート自体は、特に様式が決まっているものではなくて、あくまで

もこういった助成事業としての１つの目安として、今回、後援名義というところの基準と

いうのを準用させていただいているだけです。 

久塚座長 そう。だから、議論する中に、この３つ以外のところで発言をしたらだめだ
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と封じられているわけではないですよね。だから、４つ目の基準として、「はい」と手を挙

げて、これは、例えばこういう観点ならいいのではないですかとか、悪いのではないです

かというのを、ここに発言していいわけではないですか。 

宇都木委員 この文言を持ってきているのは、区の承認基準なのだよね。ここでつくっ

たわけではないよね。それを準用してきているわけでしょう。それを変えるということは、

おかしなことではない。 

久塚座長 やっぱり、よって立つところは、ＮＰＯ法と、新宿区のこの基準と、それか

ら行政としてお金を出すという大もとですよね。それはＮＰＯ法にいかに認められたこと

であっても、どうかとなっているのは。 

宇都木委員 審査会で議論する話と、ＮＰＯを広く対象にして事業を募集するのと、そ

こは少し区分けしてもいいのではないの。だから、ＮＰＯとしては、我々はこれが自分た

ちの主たる活動です、正当な活動ですと持ってきても、それが助成事業として一般的には

通用しないねということであれば、それはもう受付のところで拒否されることも他ではあ

るだろうし。 

久塚座長 そうしたら、今年度は、これを頭の中に全部入れられる人は入れていただき、

入れるのが難しいという人は、事務局の用意した紙をそばに置いて、チェックをする 

伊藤委員 事前に議論しようというのは、これはいいではないですか。いろいろな視点

から意見を共有することもできる。それを踏まえてやればいい。この３項目が、絶対無二

のものではなくて、具体的な助成事業の事例を、議論したときに、いろいろな考えがあれ

ば、そのときに出して、みんなで議論してみると。 

関口委員 すみません。この事前チェックシートという形でドーンときてしまうと、新

任の委員の方も、すごくチャレンジングなＮＰＯに対しての採点がすごく厳しくなるとい

うことを私は恐れているのですよ。ＮＰＯというのは、確かに、誰もが認める公益性の高

いものをやっているものもあれば、すごく将来の社会課題に対して前進的に取り組んでい

るＮＰＯもあるので。そういうことを考えると、この「社会的な非難を受けるおそれ」と

か、「政治的色彩」というのを過度に拡大解釈して、そういう方々に対しても不都合になら

ないような運用をしていただきたいということです。 

伊藤委員 そうですね。だからそれはここできちんと議論する必要があるよね。 

久塚座長 ずっと制度として残ってくる可能性はあるので、ＮＰＯの活動資金助成の趣

旨と、新宿区がお金を出すという趣旨、そして新宿区がＮＰＯを育てようというふうに考
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えている大きな今の流れ、それから、日本のそういう流れがわかるような形での、この事

前チェックシートの使い方になるような、何かそういうのが入るけれどもね。この事前チ

ェックシートを使う趣旨は、あくまでそういう、これにかかったらアウトということでは

なくて、これの趣旨に沿った判定をする際に使いますよということが毎回伝わるようにし

ていただきましょう。 

伊藤委員 もうちょっと言えば、考慮ね。審査に至っては考慮の項目に入れてください

よという話なのだな。 

久塚座長 今までだって、これがなかったときでも、それぞれの委員さんの持っている

情報とか良識で、せっかくつくってきたわけでしょう。それをもとから崩すことが将来的

に起こらないような運用の仕方を、表現方法なり、新宿区という趣旨に合った活用の仕方

ができるようにしましょう。それでいいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 座長、委員を含めて、判断する際に、新宿区のお金とか、ご寄附として入っ

てきたものを使うことの趣旨を、ＮＰＯ活動資金助成ということの趣旨であるとか、もっ

と大きく言えば、協働支援会議というものに託された使命との関係で、判断ということに

込められた意味をよく理解していただくということに尽きるのだろうと思います。では、

みんなで、そういうふうに向かっていきましょう。よろしいですか。 

各委員 はい。 

久塚座長 では、次の議題に入りたいと思います。ＮＰＯ活動資金助成の手引きの案に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

事務局 はい。今回、資料７で手引きと実施要領をお配りさせていただきましたけれど

も、今回は、資料４から資料６で確認いただきました事務局案をもとに作成しております

ので、基本的な大きな流れというものは昨年度までと変更ありません。基本的には日程の

変更になっております。 

１点だけ、支払い方法の変更というところで、前回の会議で、事前に報告だけさせてい

ただきましたけれども、こちらのほうが手引きの６ページの９番の「助成事業実施におけ

る注意点」というところです。来年度から概算払いということで支払い方法の変更をさせ

ていただく関係で、事業実績報告書の提出時に領収書を基本的にご提出いただくというふ

うにさせていただきたいと思いますので、そのあたりの説明というものを網かけの部分で

追加させていただきました。 
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また、手引きの後ろのほうに事業実績報告書の記載例が２０ページから載っているので

すけれども、そちらのほうに、１万円以上のものについても領収書を添付してくださいと

今年度まではなっていたのですけれども、来年度からはこちらは基本的に全ての領収書の

提出が必要になりますので、こちらの文言を削除する方向で検討しています。 

あわせて、あと２４ページに、「領収書の注意点」ということで記載させていただいてお

りますけれども、このあたりの記載内容が、申請団体のほうによりわかりやすくなるよう

に、手引きのほうは事務局でも再度校正しながら、ぎりぎりまで検討して作成させていた

だきたいと思っております。 

基本的な変更点はそのようなものになっております。本日は簡単に変更点のみご説明さ

せていただきましたが、お目通しいただきまして、次回の支援会議では確定をさせていた

だきたいと思っておりますので、事前に、ご意見等がある方がいらっしゃいましたら、来

週中ぐらいにメール等でご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

久塚座長 前回の会議から、変更するというのを反映させたということになっています

ので。よろしくお願いします。 

各委員 はい。 

久塚座長 では、最後に資料８を使って事務局から説明をお願いします。 

事務局 はい。資料８についてご説明させていただきます。今年度、ＮＰＯ活動資金助

成で助成しました事業なのですけれども、団体名がＮＰＯ法人自立化支援ネットワーク、

事業名が区民の情報リテラシーの向上に資するタブレットとスマートホンの講座というも

のですけれども、事業内容のタブレット講座のほうが、日程が３回に分けて、８月、１月

と、２月に分けていたのですけれども、これは８月と９月に行いたいということで事業の

変更の申し出がありました。こちらの理由としましては、企業から２カ月間だけ無料でタ

ブレットが貸借できるようになったということがありまして、助成金の金額が下がること

と事業自体の内容の変更はなく、あくまでもスケジュールのみの変更となっていますので、

こちらについては承認させていただきまして、事後報告となってしまうのですけれども、

今回、ご報告させていただきます。 

久塚座長 経費節減できるとか、ある期間、無料でということになったので、そちらの

ほうに流していきたいということですが、いかがですか。 

各委員 はい。 
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久塚座長 了承ということですので、お願いします。 

今回の議題はこれで終了となりますので、事務局から次回の会議のアナウンスをお願い

します。 

事務局 はい。次回は第６回協働支援会議となりまして、２月９日の火曜日になります。

１時半から区長に評価報告書を提出いたしますので、その５分前ぐらいに、区役所本庁舎

の３階の区長室前にお集まりいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

久塚座長 よろしいですか。それでは、本日は終了となります。お疲れさまでした。 

事務局 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 

 


